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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】超音波プローブの選択ボタンがどの位置に表示
されているのか迷う恐れを低減することができる超音波
画像表示装置を提供する。
【解決手段】装置本体１１に接続された複数の超音波プ
ローブ２のうち、使用する超音波プローブ２を選択する
選択ボタンを、前記装置本体１１に接続された超音波プ
ローブ２毎に所定方向に並ぶようにタッチパネル式ディ
スプレイに表示させる選択ボタン表示制御部を備え、選
択ボタン表示制御部は、予めＨＤＤ１０に記憶された前
記所定方向における前記選択ボタンの表示順序に従って
、前記選択ボタンを表示させることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に接続された複数の超音波プローブのうち、使用する超音波プローブを選択す
る選択ボタンを、前記装置本体に接続された超音波プローブ毎に所定方向に並ぶようにタ
ッチパネル式ディスプレイに表示させる選択ボタン表示制御部を備え、
　該選択ボタン表示制御部は、予め記憶された前記所定方向における前記選択ボタンの表
示順序に従って、前記選択ボタンを表示させる
　ことを特徴とする超音波画像表示装置。
【請求項２】
　前記装置本体に接続された超音波プローブの種類を認識する認識部を備え、
　前記選択ボタン表示制御部は、前記認識部で認識された超音波プローブの種類に対応す
る選択ボタンを表示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波画像表示装置。
【請求項３】
　前記所定方向における前記選択ボタンの表示順序が記憶されている表示順序記憶部を備
えることを特徴とする請求項請求項１又は２に記載の超音波画像表示装置。
【請求項４】
　前記表示順序記憶部には、超音波プローブの使用頻度に応じた表示順序が記憶されてい
ることを特徴とする請求項３に記載の超音波画像表示装置。
【請求項５】
　前記表示順序記憶部には、表示順序が検査部位毎に複数パターン記憶されていることを
特徴とする請求項３又は４に記載の超音波画像表示装置。
【請求項６】
　前記表示順序記憶部には、表示順序が操作者毎に複数パターン記憶されていることを特
徴とする請求項３又は４に記載の超音波画像表示装置。
【請求項７】
　装置本体に接続された複数の超音波プローブのうち、使用する超音波プローブを選択す
る選択ボタンであって、所定方向に複数個並ぶ選択ボタンと、
　該選択ボタンによって選択される超音波プローブを前記選択ボタンに対して割り当てる
割当部と、
　を備え、
　前記割当部は、予め記憶された前記所定方向における割り当て順序に従って割り当てを
行なう
　ことを特徴とする超音波画像表示装置。
【請求項８】
　前記装置本体に接続された超音波プローブの種類を認識する認識部を備え、
　前記割当部は、前記認識部で認識された超音波プローブの割り当てを行なう
　ことを特徴とする請求項７に記載の超音波画像表示装置。
【請求項９】
　前記選択ボタンに対する前記超音波プローブの割り当て順序が記憶されている割り当て
順序記憶部を備えることを特徴とする請求項請求項７又は８に記載の超音波画像表示装置
。
【請求項１０】
　前記割り当て順序記憶部には、超音波プローブの使用頻度に応じた割り当て順序が記憶
されていることを特徴とする請求項９に記載の超音波画像表示装置。
【請求項１１】
　前記割り当て順序記憶部には、割り当て順序が検査部位毎に複数パターン記憶されてい
ることを特徴とする請求項９又は１０に記載の超音波画像表示装置。
【請求項１２】
　前記割り当て順序記憶部には、割り当て順序が操作者毎に複数パターン記憶されている
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ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の超音波画像表示装置。
【請求項１３】
　前記超音波プローブは、該超音波プローブの種類が記憶された種類記憶部を備え、
　前記認識部は、前記種類記憶部の記憶情報を参照して前記超音波プローブの種類を認識
する
　ことを特徴とする請求項２又は８に記載の超音波画像表示装置。
【請求項１４】
　前記種類記憶部は前記超音波プローブにおけるプローブコネクタに設けられていること
を特徴とする請求項１３に記載の超音波画像表示装置。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　装置本体に接続された複数の超音波プローブのうち、使用する超音波プローブを選択す
る選択ボタンを、前記装置本体に接続された超音波プローブ毎に所定方向に並ぶようにタ
ッチパネル式ディスプレイに表示させる選択ボタン表示制御機能を実行させる超音波画像
表示装置の制御プログラムであって、
　前記選択ボタン表示制御機能は、予め記憶された前記所定方向における前記選択ボタン
の表示順序に従って、前記選択ボタンを表示させる
　ことを特徴とする超音波画像表示装置の制御プログラム。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　装置本体に接続された複数の超音波プローブのうち使用する超音波プローブを選択する
選択ボタンであって所定方向に複数個並ぶ選択ボタンによって選択される超音波プローブ
を、前記選択ボタンに対して割り当てる割当機能を実行させる超音波画像表示装置の制御
プログラムであって、
　前記割当機能は、予め記憶された前記所定方向における割り当て順序に従って割り当て
を行なう
　ことを特徴とする超音波画像表示装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像表示装置に接続された複数の超音波プローブのうち、使用する超
音波プローブを選択する選択ボタンを有する超音波画像表示装置及びその制御プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波画像表示装置は、対象に対して超音波プローブから超音波の送受信を行ない、得
られたエコー信号に基づく超音波画像を表示する。超音波プローブには、コンベックスプ
ローブ、リニアプローブ、セクタプローブなど様々な種類がある。また、同じコンベック
スプローブやリニアプローブ等であっても、周波数や大きさなどによって複数の種類があ
る。
【０００３】
　このように、超音波プローブには複数の種類があり、超音波画像表示装置の装置本体に
設けられたコネクタには、複数の超音波プローブを接続することができるようになってい
る（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１８７５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上述のように、装置本体に複数の超音波プローブが接続される超音波画像表示装置にお
いては、使用する超音波プローブを選択する選択ボタンがタッチパネル式ディスプレイに
表示される。より詳細には、装置本体において、接続された超音波プローブの種類が認識
され、認識された超音波プローブを示す選択ボタンが所定方向に並ぶようにして表示され
ている。操作者が選択ボタンを押すことにより、対応する超音波プローブによる超音波の
送受信が可能になる。
【０００６】
　従来、前記選択ボタンは、その選択ボタンに対応する超音波プローブが接続されたコネ
クタの位置に応じた位置に表示されるようになっている。従って、前記選択ボタンの表示
位置は、対応する超音波プローブが接続されたコネクタの位置に応じて変わるので、操作
者にとって、使用しようとする超音波プローブの選択ボタンがどの位置に表示されている
のか認識するのが困難な場合があった。
【０００７】
　また、タッチパネル式ディスプレイを有さない超音波画像表示装置においては、押下式
の選択ボタンが設けられており、この選択ボタンを押下することにより、対応する超音波
プローブによる超音波の送受信が可能になる。この場合、ある選択ボタンによって選択さ
れる超音波プローブは、装置本体のコネクタの位置に応じて決まっているため、超音波プ
ローブが接続されたコネクタの位置によって、選択ボタンの位置が変わる。従って、操作
者が、使用しようとする超音波プローブの選択ボタンの位置を認識するのが困難な場合が
あった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の課題を解決するためになされた一の観点の発明は、装置本体に接続された複数の
超音波プローブのうち、使用する超音波プローブを選択する選択ボタンを、前記装置本体
に接続された超音波プローブ毎に所定方向に並ぶようにタッチパネル式ディスプレイに表
示させる選択ボタン表示制御部を備え、この選択ボタン表示制御部は、予め記憶された前
記所定方向における前記選択ボタンの表示順序に従って、前記選択ボタンを表示させるこ
とを特徴とする超音波画像表示装置である。
【０００９】
　また、他の観点の発明は、装置本体に接続された複数の超音波プローブのうち、使用す
る超音波プローブを選択する選択ボタンであって、所定方向に複数個並ぶ選択ボタンと、
この選択ボタンによって選択される超音波プローブを前記選択ボタンに対して割り当てる
割当部と、を備え、前記割当部は、予め記憶された前記所定方向における割り当て順序に
従って割り当てを行なうことを特徴とする超音波画像表示装置である。
【発明の効果】
【００１０】
　上記一の観点の発明によれば、前記装置本体において前記超音波プローブが接続された
コネクタの位置とは関係なく、予め記憶された前記所定方向における表示順序に従って前
記選択ボタンが表示されるので、操作者が超音波プローブを選択する際に対応する選択ボ
タンがどの位置に表示されているか迷う恐れを低減することができる。
【００１１】
　上記他の観点の発明によれば、前記装置本体において前記超音波プローブが接続された
コネクタの位置とは関係なく、予め記憶された前記所定方向における割り当て順序に従っ
て前記選択ボタンに対する超音波プローブの割り当てが行われるので、操作者が超音波プ
ローブを選択する際に対応する選択ボタンの位置について迷う恐れを低減することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態における超音波診断装置の概略構成の一例を示すブロック図で
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ある。
【図２】本発明の実施形態における超音波画像表示装置の外観の一例を示す図である。
【図３】図２の左側面図である。
【図４】実施形態の超音波画像表示装置における表示制御部を示すブロック図である。
【図５】選択ボタンが表示されたタッチパネル式ディスプレイを示す図である。
【図６】実施形態の超音波画像表示装置における制御部を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施形態における超音波画像表示装置の作用を示すフローチャートであ
る。
【図８】超音波プローブのプローブコネクタが接続された装置本体のプローブコネクタ付
近の拡大図である。
【図９】図８と同じ種類の超音波プローブが、図８とは異なる位置に接続された装置本体
のプローブコネクタ付近の拡大図である。
【図１０】第二実施形態においてＨＤＤに記憶された検査部位毎の選択ボタンの表示順序
の一例を示す図である。
【図１１】第三実施形態における超音波画像表示装置の外観の一例を示す図である。
【図１２】第三実施形態における超音波画像表示装置の操作部に設けられた選択ボタンを
示す図である。
【図１３】第三実施形態の超音波画像表示装置における表示制御部を示すブロック図であ
る。
【図１４】第三実施形態の超音波画像表示装置における制御部を示すブロック図である。
【図１５】第三実施形態における超音波画像表示装置の作用を示すフローチャートである
。
【図１６】選択ボタンに対する超音波プローブの割り当てを説明するための図である。
【図１７】第三実施形態において、超音波プローブのプローブコネクタが接続された装置
本体のプローブコネクタ付近の拡大図である。
【図１８】選択ボタンに対する超音波プローブの割り当ての他例を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について、図１～図９に基づいて説明する。図１～図３に示す超音
波画像表示装置１は、患者の生体組織の超音波画像を表示する超音波診断装置であり、超
音波プローブ２、プローブ切替部３、送受信部４、エコーデータ処理部５、表示制御部６
、表示部７、操作部８、制御部９及びＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１０を
備える。
【００１４】
　前記送受信部４、前記エコーデータ処理部５、前記表示制御部６、前記操作部８、前記
制御部９及び前記ＨＤＤ１０は、装置本体１１に設けられている。また、この装置本体１
１には、アーム１２（図２、図３参照）を介して前記表示部７が設けられるとともに、前
記超音波プローブ２がプローブコネクタ２ａを介して接続されている。
【００１５】
　前記超音波プローブ２は、複数の超音波振動子（図示省略）から被検体に対して超音波
を送信する。前記超音波プローブ２は、音線順次で超音波の走査を行なって超音波を送信
する。また、前記超音波プローブ２は、超音波のエコー信号を受信する。
【００１６】
　前記超音波プローブ２は、前記装置本体１１に設けられたコネクタ（図示省略）に前記
プローブコネクタ２ａによって接続される。本例では、前記装置本体１０に前記超音波プ
ローブ２を４個まで接続することができるようになっている。
【００１７】
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　前記プローブコネクタ２ａには、前記超音波プローブ２の種類が記憶されたメモリ（ｍ
ｅｍｏｒｙ）２ｂが設けられている。このメモリ２ｂは、本発明における種類記憶部の実
施の形態の一例である。
【００１８】
　ここで、前記超音波プローブ２の種類について説明する。一般的に、超音波プローブに
は、コンベックス走査を行なうコンベックスプローブ、リニア走査を行なうリニアプロー
ブ、セクタ走査を行なうセクタプローブがあり、走査方式の違いによる種類分けがある。
また、同じコンベックスプローブやリニアプローブ等であっても、周波数や大きさなどが
異なる複数種類の超音波プローブがある。さらに、２Ｄプローブや３Ｄプローブの種類分
けもある。以上より、ここでいう超音波プローブの種類とは、走査方式に応じた種類の別
を意味するのみならず、同じコンベックスプローブ、リニアプローブ、セクタプローブで
あっても種類が異なる場合があるものとする。また、３Ｄプローブも種類の一つとして挙
げられる。
【００１９】
　なお、図１においては、前記超音波プローブ２は、その種類にかかわらず単純化して四
角形で示されている。
【００２０】
　前記プローブ切替部３は、後述する選択ボタンＳＢの操作によって、使用する超音波プ
ローブ２の切替えを行なう。具体的には、前記プローブ切替部３は、前記選択ボタンＳＢ
によって選択された超音波プローブ２を前記送受信部４と電気的に接続し、前記超音波プ
ローブ２と前記送受信部４との信号のやりとりを可能にする。
【００２１】
　前記送受信部４は、前記超音波プローブ２から所定の走査条件で超音波を送信するため
の電気信号を、前記制御部９からの制御信号に基づいて前記超音波プローブ２に供給する
。また、前記送受信部４は、前記超音波プローブ２で受信したエコー信号について、Ａ／
Ｄ変換、整相加算処理等の信号処理を行なう。
【００２２】
　前記エコーデータ処理部５は、前記送受信部４から出力されたエコー信号のデータに対
し、超音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、前記エコーデータ処理部５は、
対数圧縮処理及び包絡線検波処理等のＢモード処理などを行なう。
【００２３】
　前記表示制御部６は、図４に示すように、表示画像制御部６１及び選択ボタン表示制御
部６２を有している。前記表示画像制御部６１は、前記エコーデータ処理部５で得られた
データを、スキャンコンバータ（ｓｃａｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換して
超音波画像データを作成する。また、前記表示画像制御部６１は、前記超音波画像データ
に基づく超音波画像を前記表示部７に表示させる。超音波画像は、例えばＢモード画像で
ある。
【００２４】
　前記選択ボタン表示制御部６２は、前記装置本体１１に接続された超音波プローブ２の
うち、使用する超音波プローブ２を選択する選択ボタンＳＢを、前記操作部８の後述する
タッチパネル式ディスプレイ８ａに表示させる選択ボタン表示制御機能を実行する。前記
選択ボタン表示制御部６２は、本発明における選択ボタン表示制御部の実施の形態の一例
である。
【００２５】
　前記選択ボタンＳＢは、前記装置本体１１に接続された複数の超音波プローブ２を示す
ボタンである。前記選択ボタン表示制御部６２は、前記装置本体１１に接続された複数の
超音波プローブ２に対応する複数の選択ボタンＳＢを、超音波プローブ２毎に、図５に示
すように、所定方向に並ぶように前記タッチパネル式ディスプレイ８ａに表示させる。本
例では、前記選択ボタンＳＢは横方向に表示されている。
【００２６】
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　図５においては、選択ボタンＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｅ，ＳＢ－Ｆが表示されてい
る。この場合、前記装置本体１１に接続された超音波プローブ２は、超音波プローブ２－
Ａ，２－Ｃ，２－Ｅ，２－Ｆである。アルファベット「Ａ」、「Ｃ」、「Ｅ」、「Ｆ」は
超音波プローブの種類を意味する。前記選択ボタンＳＢ－Ａは、前記超音波プローブ２－
Ａに対応する選択ボタンであり、前記選択ボタンＳＢ－Ｃは、前記超音波プローブ２－Ｃ
に対応する選択ボタンである。また、前記選択ボタンＳＢ－Ｅは、前記超音波プローブ２
－Ｅに対応する選択ボタンであり、前記選択ボタンＳＢ－Ｆは、前記超音波プローブ２－
Ｆに対応する選択ボタンである。操作者が、前記選択ボタンＳＢ－Ａを押すことにより前
記超音波プローブ２－Ａが選択されてこれを使用することができ、前記選択ボタンＳＢ－
Ｃを押すことにより前記超音波プローブ２－Ｃが選択されてこれを使用することができる
。また、操作者が前記選択ボタンＳＢ－Ｅを押すことにより前記超音波プローブ２－Ｅが
選択されてこれを使用することができ、前記選択ボタンＳＢ－Ｆを押すことにより、前記
超音波プローブ２－Ｆが選択されてこれを使用することができる。
【００２７】
　ちなみに、前記送受信部４、前記エコーデータ処理部５、前記表示制御部６の機能は、
ソフトウェア（ｓｏｆｔｗａｒｅ）によって前記制御部９が実行させるようになっていて
もよい。
【００２８】
　前記表示部７は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や
ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などで構成される。図２、図３ではＬＣＤ
で構成される表示部７が示されている。
【００２９】
　前記操作部８は、操作者が指示や情報を入力するためのキーボード及びポインティング
デバイス（図示省略）などを含んで構成されている。また、前記操作部８は、前記タッチ
パネル式ディスプレイ８ａを有する。このタッチパネル式ディスプレイ８ａには、操作用
のボタンなどが表示される。操作用のボタンは、例えば前記選択ボタンＳＢである。
【００３０】
　前記制御部９は、特に図示しないがＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）を有して構成される。この制御部９は、前記ＨＤＤ１０に記憶された制御プロ
グラムを読み出し、前記超音波画像表示装置１の各部における機能を実行させる。
【００３１】
　前記制御部９は、図６に示すように認識部９１を有している。この認識部９１は、制御
部９が実行させる機能の一例であり、前記装置本体１１に接続された超音波プローブ２の
種類を認識する。より詳細には、前記認識部９１は、前記プローブ切替部３を介して前記
プローブコネクタ２ａのメモリを参照して、各超音波プローブ２の種類を認識する。前記
認識部９１は、本発明における認識部の実施の形態の一例である。
【００３２】
　前記認識部９１は、前記装置本体１１においてどのコネクタにどの種類の超音波プロー
ブ２が接続されているかを認識している。従って、操作者によって前記選択ボタンＳＢが
押されると、認識部９１から前記プローブ切替部３に対して制御信号が出力され、押され
た選択ボタンＳＢに対応する超音波プローブ２が前記プローブ切替部３によって前記送受
信部４と電気的に接続される。
【００３３】
　前記ＨＤＤ１０には、前記制御プログラムのほか、前記タッチパネル式ディスプレイ８
ａに表示される前記選択ボタンＳＢの所定方向における表示順序が記憶されている。前記
ＨＤＤ１０には、前記装置本体１１に接続される可能性がある超音波プローブに対する選
択ボタンＳＢの表示順序が記憶されている。前記ＨＤＤ１０は、本発明における表示順序
記憶部の実施の形態の一例である。
【００３４】
　ちなみに、前記選択ボタンＳＢの所定方向における表示順序は、デフォルトとして前記
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ＨＤＤ１０に記憶されていてもよいし、操作者が前記操作部８において入力することによ
って前記ＨＤＤ１０に記憶されてもよい。
【００３５】
　本例では、超音波プローブ２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，２－Ｄ，２－Ｅ，２－Ｆ，２－Ｇ
に応じた選択ボタンＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｂ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｄ，ＳＢ－Ｅ，ＳＢ－Ｆ，Ｓ
Ｂ－Ｇの表示順序が記憶されている。ここでは、表示順序として、前記タッチパネル式デ
ィスプレイ８ａにおいて、左側から右側へ向かう方向における表示順序が記憶されるもの
とする。例えば、前記ＨＤＤ１０に記憶された選択ボタンＳＢの表示順序は、選択ボタン
ＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｂ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｄ，ＳＢ－Ｅ，ＳＢ－Ｆ，ＳＢ－Ｇの順序になっ
ている。この場合、例えば前記装置本体１１に超音波プローブ２－Ａ，２－Ｃ，２－Ｅが
接続された場合、前記タッチパネル式ディスプレイ８ａには、左側から右側に向かって、
前記選択ボタンＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｅの順序で表示される。
【００３６】
　前記ＨＤＤ１０に記憶される前記選択ボタンＳＢの表示順序は、前記超音波プローブ２
の使用頻度に応じたものであってもよい。例えば、超音波プローブ２の使用頻度の順に、
対応する選択ボタンＳＢが左側から右側に並ぶように、前記選択ボタンＳＢの表示順序が
前記ＨＤＤ１０に記憶されていてもよい。上述の例でいえば、前記超音波プローブ２－Ａ
が最も使用頻度が高く、次いで前記超音波プローブ２－Ｂが使用頻度が高く、前記超音波
プローブ２－Ｇが最も使用頻度が低い。
【００３７】
　さて、本例の超音波画像表示装置１の作用について説明する。ここでは、前記選択ボタ
ンＳＢの表示について主に説明する。図７のフローチャートにおいて、ステップＳ１では
、前記超音波プローブ２が前記装置本体１１に接続される。次に、ステップＳ２では、接
続された超音波プローブ２の種類を前記認識部９１が認識し、前記表示制御部６の選択ボ
タン表示制御部６２へ出力する。
【００３８】
　次に、ステップＳ３では、前記選択ボタン表示制御部６２は、前記認識部９１から入力
された超音波プローブ２の種類に対応する選択ボタンＳＢを、前記ＨＤＤ１０に記憶され
ている前記選択ボタンＳＢの表示順序に従って、前記タッチパネル式ディスプレイ８ａに
表示させる。
【００３９】
　例えば、図８に示すように、前記装置本体１１に、超音波プローブ２－Ａ，２－Ｃ，２
－Ｅ，２－Ｆが接続されている場合（図８では超音波プローブ２のプローブコネクタ２ａ
のみ図示）が、前記選択ボタン表示制御部６２は、上記図５に示すように、左側から右側
に向かって選択ボタンＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｅ，ＳＢ－Ｆの順序で、前記タッチパ
ネル式ディスプレイ８ａに選択ボタンＳＢを表示させる。
【００４０】
　図８では、前記装置本体１１に、左側から右側に向かって、超音波プローブ２－Ａ，２
－Ｆ，２－Ｃ，２－Ｅの順番で超音波プローブ２が接続されている。例えば、図８と超音
波プローブの種類が同じであれば、図９に示すように、左側から右側に向かって、超音波
プローブ２－Ｅ，２－Ａ，２－Ｆ，２－Ｃの順番で超音波プローブ２が接続されても、図
５に示す順序で前記選択ボタンＳＢが表示される。従って、本例の超音波画像表示装置１
によれば、前記装置本体１１における前記超音波プローブ２の接続場所とは関係なく、前
記ＨＤＤ１０に記憶されている表示順序に従って前記選択ボタンＳＢが表示されるので、
操作者が前記選択ボタンＳＢによって使用する超音波プローブ２を選択する際に、対応す
る選択ボタンＳＢがどの位置に表示されているか迷う恐れを低減することができる。
【００４１】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。以下、第一実施形態と異なる事項についてのみ
説明する。
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【００４２】
　本例では、前記ＨＤＤ１０に、前記選択ボタンＳＢの表示順序が、検査部位ごとに複数
パターン記憶されている。例えば、前記ＨＤＤ１０には、図１０に示すように、検査部位
（１）については、選択ボタンＳＢの表示順序として、前記タッチパネル式ディスプレイ
８ａにおける左側から順に、選択ボタンＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｂ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｄ，ＳＢ
－Ｅ，ＳＢ－Ｆ，ＳＢ－Ｇの順序が記憶されている。また、検査部位（２）については、
左側から順に、選択ボタンＳＢ－Ｄ，ＳＢ－Ｅ，ＳＢ－Ｆ，ＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｂ，ＳＢ－
Ｃ，ＳＢ－Ｇの順序が記憶されている。さらに、検査部位（３）については、選択ボタン
ＳＢ－Ｇ，ＳＢ－Ａ，ＳＢ－Ｃ，ＳＢ－Ｂ，ＳＢ－Ｅ，ＳＢ－Ｄ，ＳＢ－Ｆの順序が記憶
されている。
【００４３】
　ちなみに、本例においても、前記選択ボタンＳＢの所定方向における表示順序は、デフ
ォルトとして前記ＨＤＤ１０に記憶されていてもよいし、操作者が前記操作部８において
入力することによって前記ＨＤＤ１０に記憶されてもよい。
【００４４】
　ここで、検査部位に応じて、使用頻度が高い超音波プローブが異なっている。例えば、
甲状腺や乳腺など表在の超音波検査を行なう場合には、リニアプローブの使用頻度が高い
。また、腹部など比較的深い部分までが示された超音波画像によって診断を行なう場合に
は、コンベックスプローブの使用頻度が高い。さらに、肋間からのスキャンを行なう心臓
の超音波検査においては、セクタプローブの使用頻度が高い。
【００４５】
　前記ＨＤＤ１０に記憶された表示順序は、使用頻度が高い超音波プローブに対応する選
択ボタンＳＢが左側に表示されるような順序になっている。例えば、検査部位が甲状腺や
乳腺などの表在である場合、リニアプローブに対応する選択ボタンの表示位置が左側にな
るような順序が前記ＨＤＤ１０に記憶されている。また、検査部位が腹部など比較的深い
部分である場合、コンベックスプローブに対応する選択ボタンの表示位置が左側になるよ
うな順序が前記ＨＤＤ１０に記憶されている。さらに、検査部位が心臓である場合、セク
タプローブに対応する選択ボタンの表示位置が左側になるような順序が前記ＨＤＤ１０に
記憶されている。
【００４６】
　本例では、前記選択ボタンＳＢが表示される前に、操作者が前記操作部８において、検
査部位を入力する。前記選択ボタン表示制御部６２は、入力された検査部位に応じた前記
選択ボタンＳＢの表示順序の情報と、前記認識部９１から入力された超音波プローブ２の
種類の情報とに基づいて、前記選択ボタンＳＢの表示を行なう。
【００４７】
　本例によれば、検査部位毎に前記選択ボタンＳＢの表示順序が記憶されているので、検
査部位に応じて選択ボタンＳＢの表示順序が変わる。本例では、使用頻度が高い超音波プ
ローブ２に対応する選択ボタンＳＢが左側に表示されるような順序で、検査部位毎に前記
選択ボタンＳＢの表示順序が記憶されているので、検査部位が変わっても、使用頻度が高
い超音波プローブ２に対応する選択ボタンＳＢが常に左側になるように表示され、操作者
が使用する超音波プローブ２を選択する際の迷いを低減することができる。
【００４８】
　次に、第二実施形態の変形例について説明する。上述の説明では、前記選択ボタンＳＢ
の表示順序が検査部位毎に複数パターン記憶されているが、これに限られるものではない
。例えば、操作者を登録しておくことができる場合、前記選択ボタンＳＢの表示順序が、
操作者毎に複数パターン記憶されていてもよい。これにより、操作者に応じて選択ボタン
ＳＢの表示順序を変えることができる。
【００４９】
（第三実施形態）
　次に、第三実施形態について説明する。以下、第一、第二実施形態と異なる事項につい
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て説明する。
【００５０】
　本例の超音波診断装置１′は、図１１に示すように前記タッチパネル式ディスプレイ８
ａを有していない。前記操作部８は、前記タッチパネル式ディスプレイ８ａに表示される
選択ボタンＳＢの代わりに、図１２に示すように、横方向に並ぶ４つの選択ボタンＳＢ１
，ＳＢ２，ＳＢ３，ＳＢ４を有している。これら選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４は押下式のボ
タンであり、これら選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４を押下することにより、使用する超音波プ
ローブ２が選択される。すなわち、押された選択ボタンＳＢに対応する超音波プローブ２
が前記プローブ切替部３によって前記送受信部４と電気的に接続される。
【００５１】
　前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４の数は、前記装置本体１１において、前記超音波プロー
ブ２が接続されるコネクタの数と同じ数になっている。従って、前記装置本体１１に接続
される超音波プローブ２の最大数と同じ数の選択ボタンが設けられている。
【００５２】
　なお、本例の超音波画像表示装置１′の全体ブロック図は図１と同様であるので図示省
略する。
【００５３】
　本例では、前記表示制御部６は、図１３に示すように選択ボタン表示制御部６２を有し
ていない。
【００５４】
　前記制御部９は、図１４に示すように、前記認識部９１のほか、割当部９２を有してい
る。この割当部９２は、前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４によって選択される超音波プロー
ブ２を前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４に割り当てる割当機能を実行する。詳細は後述する
。
【００５５】
　前記ＨＤＤ１０には、前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４に対する超音波プローブ２の割り
当て順序が記憶されている。前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４が並ぶ方向である横方向にお
いて、左側から右側に向かう方向における割り当て順序が記憶されている。詳細は後述す
る。前記ＨＤＤ１０は、本発明における割り当て順序記憶部の実施の形態の一例である。
【００５６】
　ちなみに、前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４に対する超音波プローブ２の割り当て順序は
、デフォルトとして前記ＨＤＤ１０に記憶されていてもよいし、操作者が前記操作部８に
おいて入力することによって前記ＨＤＤ１０に記憶されてもよい。
【００５７】
　前記選択ボタンに対する超音波プローブ２の割り当て順序も、第一実施形態と同様に前
記超音波プローブ２の使用頻度に応じたものであってもよい。
【００５８】
　さて、本例の超音波画像表示装置１′の作用について図１５のフローチャートに基づい
て説明する。この図１５において、ステップＳ１，Ｓ２は図７と同様であるので、ステッ
プＳ３′について説明する。
【００５９】
　ステップＳ３′では、前記割当部９２は、前記認識部９１によって認識された超音波プ
ローブ２を、前記ＨＤＤ１０に記憶された割り当て順序に従って、前記選択ボタンＳＢ１
～ＳＢ４に割り当てる。
【００６０】
　例えば、前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４が並ぶ横方向において左側から右側へ向かう方
向に、超音波プローブ２－Ａ，２－Ｂ，２－Ｃ，２－Ｄ，２－Ｅ，２－Ｆ，２－Ｇの順序
で、前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４に対する超音波プローブ２の割り当てが行われるよう
に、前記ＨＤＤ１０に割り当て順序が記憶されているとする。この場合、例えば図８に示
すように、装置本体１１に、左側から右側に向かって、超音波プローブ２－Ａ，２－Ｆ，
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２－Ｃ，２－Ｅの順番で超音波プローブ２が接続された場合、図１６に示すように、前記
選択ボタンＳＢ１に対しては前記超音波プローブ２－Ａが割り当てられ、前記選択ボタン
ＳＢ２に対しては、前記超音波プローブ２－Ｃが割り当てられる。また、前記選択ボタン
ＳＢ３に対しては前記超音波プローブ２－Ｅが割り当てられ、前記選択ボタンＳＢ４に対
しては、前記超音波プローブ２－Ｆが割り当てられる。なお、図１６において「２－Ａ」
「２－Ｃ」「２－Ｅ」「２－Ｆ」の文字は説明の便宜上示されたものであり、実際には表
示されないものとする。
【００６１】
　上述のように前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４への超音波プローブ２の割り当てが行われ
た場合、前記選択ボタンＳＢ１を押下することにより前記超音波プローブ２－Ａが選択さ
れ、前記選択ボタンＳＢ２を押下することにより前記超音波プローブ２－Ｃが選択される
。また、前記選択ボタンＳＢ３を押下することにより前記超音波プローブ２－Ｅが選択さ
れ、前記選択ボタンＳＢ４を押下することにより前記超音波プローブ２－Ｆが選択される
。
【００６２】
　ちなみに、図９に示すように、前記装置本体１１に、左側から右側に向かって、超音波
プローブ２－Ｅ，２－Ａ，２－Ｆ，２－Ｃの順番で超音波プローブ２が接続されても、前
記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４に対する超音波プローブ２の割り当ては図１６に示すものと
なる。
【００６３】
　また、図１７に示すように、前記装置本体１１に、左側から右側に向かって、超音波プ
ローブ２－Ｃ，２－Ｂ，２－Ｇ，２－Ｅの順番で超音波プローブ２が接続された場合、図
１８に示すように、前記選択ボタンＳＢ１に対しては前記超音波プローブ２－Ｂが割り当
てられ、前記選択ボタンＳＢ２に対しては、前記超音波プローブ２－Ｃが割り当てられる
。また、前記選択ボタンＳＢ３に対しては前記超音波プローブ２－Ｅが割り当てられ、前
記選択ボタンＳＢ４に対しては、前記超音波プローブ２－Ｇが割り当てられる。
【００６４】
　以上説明した本例の超音波診断装置１′によっても、前記装置本体１１における前記超
音波プローブ２の接続場所とは関係なく、前記ＨＤＤ１０に記憶されている割り当て順序
に従って前記選択ボタンＳＢ１～ＳＢ４に対して超音波プローブ２が割り当てられる。従
って、操作者がＨＤＤ１０に記憶されている割り当て順序を把握していれば、使用する超
音波プローブ２を選択する際に、どの選択ボタンを押下すればよいか迷う恐れを低減する
ことができる。
【００６５】
　なお、この第三実施形態においても、第二実施形態と同様に、前記ＨＤＤ１０に、前記
選択ボタンＳＢに対する超音波プローブ２の割り当て順序が、検査部位毎に複数パターン
記憶されていてもよい。これにより、検査部位に応じて前記選択ボタンＳＢに対する超音
波プローブ２の割り当て順序を変えることができる。
【００６６】
　また、前記ＨＤＤ１０に、前記選択ボタンＳＢに対する超音波プローブ２の割り当て順
序が、操作者毎に複数パターン記憶されていてもよい。これにより、操作者に応じて前記
選択ボタンＳＢに対する超音波プローブ２の割り当て順序を変えることができる。
【００６７】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　超音波画像表示装置
　　２　超音波プローブ
　　２ａ　プローブコネクタ
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　　２ｂ　メモリ（種類記憶部）
　　８ａ　タッチパネル式ディスプレイ
　　１０　ＨＤＤ（表示順序記憶部）
　　１１　装置本体
　　６２　選択ボタン表示制御部
　　９１　認識部
　　９２　割当部
　　ＳＢ　選択ボタン
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